
「子ども若者はぐくみ局」の創設及び「保健福祉局」の組織改正について 

 京都市では，子どもや青少年等に関する施策を融合し，少子化対策，子どもや子育て

に関する支援・対策を総合的かつ積極的に推進していくため，平成２９年４月に「子ど

も若者はぐくみ局」を創設しました。また，「保健福祉局」においては，「健康長寿のま

ち・京都」の取組を一層推進するため「健康長寿のまち・京都推進室」を設置するとと

もに，違法な「民泊」の適正化や感染症・食中毒などの健康危機管理業務に対応する「医

療衛生センター」を設置する組織改正を行いました。 

１ 子ども若者はぐくみ局の創設      ※下線・ゴシックは保健所に関係する業務

部・室 課 主な所管業務 
はぐくみ創
造推進室 

－ （総務的な業務，防災及び監査指導業務に関することを所管） 
局の統括，防災対策，マイナンバー制度，社
会福祉法人等の指導及び監督等，指定管理者選
定委員会，みやこ子ども土曜塾，子どもを共に
育む京都市民憲章，人づくり２１世紀委員会等

子ども若者
未来部 

育成推進課 （妊娠，出産，育児，若者等に関する業務のうち広く一般を対象とす
る施策に関することを所管） 
京都市未来こどもはぐくみプラン，子ども支
援センター，児童館，学童保育所等，児童福祉
施設の整備計画，母子保健（育成医療，小児慢
性特定疾病等を含む），子ども保健医療相談・
事故防止センター，青少年の育成，ユースアク
ションプラン，スポーツ少年団，成人の日記念
式典，放課後まなび教室，こどもみらい館等 

 子ども家庭支援課 （被虐待児童，ひとり親，障害児に関すること等の積極的な支援を必
要とする子どもや家庭に関することを所管） 
児童福祉法に基づく障害児に関する事務，障
害児施設の運営指導及び整備等，母子父子寡婦
福祉，貧困家庭の子ども対策，児童養護施設，
母子生活支援施設，子ども医療，ひとり親家庭
等医療，高校進学・修学支援金，児童手当，児
童福祉センター（発達障害者支援センター及び
知的障害者更生相談所を除く），桃陽病院等 

幼保総合支
援室 

－ （私立幼稚園や保育所等に関することを所管） 
保育所等に関する事務，保育所等の運営に関
する事務，市営保育所の一般管理及び職員の研
修指導，保育施設・事業所職員への保育内容指
導及び研修，保育所等整備計画，保育所等待機
児童対策，私立幼稚園に関する事務等 

 （事業所・施設） 

 子育て総合支援センターこどもみらい館，児童福祉センター，桃陽病院，市営保育所 

資料１ 



２ 保健福祉局の組織改正    

健康長寿のまち・京都推進室 

   全世代を対象とした健康づくりや高齢者福祉の取組を一体化し，保健・医療・福

祉の融合により，「健康長寿のまち・京都」の取組を地域コミュニティとの協働の

下，より一層推進していきます。 

「健康長寿企画課」は，旧地域福祉課，長寿福祉課，保健医療課からそれぞれ地域

福祉，高齢者福祉及び地域保健に関する事務を移管し，一体的に推進します。 

   これに伴い，「長寿福祉課」を廃止し，地域福祉課を「生活福祉課」に，保健衛

生推進室を「医療衛生推進室」に，保健医療課を「健康安全課」に改称しました。 

「介護ケア推進課」は，支援が必要な高齢者に対する施策を一元的に推進し，高齢

者一人ひとりの心身の状況に応じた施策を総合的に実施するため，介護予防・日常

生活支援総合事業や，高齢者虐待関係等（旧長寿推進課所管）の業務を介護保険課

に移管し，同課を「介護ケア推進課」に改称しました。 

   これに伴い，保健医療・介護担当局長を「健康長寿のまち・京都推進担当局長」

に改称しました。 

医療衛生センター 

   違法な「民泊」の適正化に向けた指導業務や，感染症，食中毒などの迅速かつ的

確に対応する必要がある健康危機管理業務に対して，より専門性を高めて機動的か

つ重点的に対応するため，各区役所の衛生課業務等を集約し，医療衛生推進室に「医

療衛生センター」を設置しました。 

   また，同センターのブランチ機能として全区役所・区役所支所に窓口「医療衛生

コーナー」を設置し，生活衛生や食品，犬猫等に係る身近な相談に対応できる体制

を充実しました。 

 生活保護業務を一体的に推進する体制整備（生活福祉課）

   平成２５年４月に適正給付推進課を設置し，生活保護費等の不正受給の未然防止

を図る取組を集中的に推進したことにより，不正受給の告発に関するノウハウや，

京都府警との連携体制が構築されたことを踏まえ，生活保護費に係る案件について

は，生活保護の制度所管課である「生活福祉課」に移管し，生活保護に係る業務を

一体的に推進する体制を整備しました。 

   これに伴い，「監査適正給付推進課」を「監査指導課」に改称しました。 

＜組織改正後の組織と所管業務＞     ※下線・ゴシックは保健所に関係する業務

部・室 課 主な所管業務 
保健福祉部 保健福祉総務課 （総務的な業務及び防災に関することを所管） 

局の統括，防災対策，マイナンバー制度及び
不良な生活環境を解消するための支援及び措
置に関する事務等

監査指導課 （監査指導業務に関することを所管） 
社会福祉法人等（子ども若者はぐくみ局所管
を除く）の指導及び監督等，指定管理者選定委
員会に関する事務等 



障害保健福
祉推進室 

－ （障害者を対象とする施策に関することを所管） 
障害者差別解消法，みやこユニバーサルデザ
インの推進，障害者の就労支援・社会参加の促
進・在宅福祉・施設福祉，精神保健福祉，重度
心身障害者医療，難病対策等 

生活福祉部 生活福祉課 （生活保護受給者，低所得者等を対象とする施策に関することを所管） 
生活保護法及び中国残留邦人等支援法，生活
保護の適正化，臨時福祉給付金，低所得者支援
対策，戦没者遺族援護等 

 保険年金課 （国民健康保険等に関することを所管） 
国民健康保険，後期高齢者医療制度等 

健康長寿の
まち・京都推
進室 

健康長寿企画課 
（京都市保健所） 

（保健福祉センター，健康長寿のまち・京都の推進に関することを所管）
保健福祉センターの一般管理事務，地域保
健・地域福祉の推進に関する企画調整（医師会
等との連絡調整），地域ケア会議等の地域支援
事業，在宅医療，「健康長寿のまち・京都」推
進プロジェクト，栄養改善，歯科保健，健康増
進等 

介護ケア推進課 （支援が必要な高齢者を対象とする施策に関することを所管） 
介護保険制度，老人医療，総合事業，長寿す
こやかプラン，地域介護予防推進センター，在
宅要援護高齢者福祉等 

医療衛生推
進室 

健康安全課 （健康危機対策，感染症等に関することを所管） 
健康危機対策，感染症対策，食品衛生，原爆

被爆者援護等 

医務衛生課 （医療関係法令，医療監視，生活衛生等に関することを所管） 
動物愛護，中央斎場運営，京都市立病院機構，

医療関係法令，医療監視，あん摩マッサージ師
等の届出，生活衛生営業，墓地埋葬法，医薬品，
医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等
に関する法律等 

医療衛生センター 
＊医療衛生コーナー 
（各区役所・支所相談窓口）

（民泊の適正化，健康危機管理業務等に関することを所管）
違法な「民泊」の適正化に向けた指導，生活

衛生関係営業施設の許可・届出及び監視・指導，
動物愛護，食中毒対応，感染症対応等 

 （事業所・施設） 

 地域リハビリテーション推進センター，こころの健康増進センター，衛生環境研究所， 

 動物愛護センター 



３ 両局連携の仕組み 

  組織改正後，業務遂行に当たっては，子ども若者はぐくみ局と保健福祉局との連携

が求められることや，５月８日に区役所・支所の組織再編が行われること等から，両

局総務部門の庶務担当部長及び庶務担当課長に対して，相互に兼職を発令しています。 

  今後，情報共有の仕組みを構築し，課題への対応に当たっては協議の場を設定する

など，子ども若者はぐくみ局と保健福祉局とが連携して取り組んでいきます。 

４ 京都市保健所における両局の関係（別紙１参照） 

  京都市保健所の組織は，保健所長（医務担当局長），保健所次長（子どもはぐくみ

局長，健康長寿のまち・京都推進担当局長）の下，保健福祉局と子ども若者はぐくみ

局の関係業務所管課で構成されます。 

５ 保健福祉センターの設置（区役所・支所）（平成２９年５月８日実施） 

  児童虐待や重複障害などの問題に，より迅速かつ適切に対応していくため，福祉と

保健の垣根を取り払った新たな組織として「保健福祉センター」を設置するとともに，

同センターに保健福祉局が主たる業務統括を行う「健康福祉部」及び子ども若者はぐ

くみ局が主たる業務統括を行う「子どもはぐくみ室」を設置します。 

※ 保健福祉センターの組織及び所管業務は別紙２参照 

 ＜別紙＞ 

  別紙１ 京都市保健所組織について 

  別紙２ 保健福祉センターの組織について 

  別紙３ 子ども若者はぐくみ局の所管業務・事業内容について 

  別紙４ 保健福祉局の所管業務・事業内容について 

  別紙５ 医療衛生センター及び区役所・支所医療衛生コーナー組織について 

  別紙６ 医療衛生センター業務における業務分担（区役所・支所窓口／集約部門） 

  別紙７ 医師職の体制・役割について 



京都市保健所長（保健福祉局医務担当局長）

京都市保健所次長（子ども若者はぐくみ局長）

健康長寿のまち・京都推

進室 

・健康長寿のまち・京都推進室長

・医務担当部長 

・保健担当部長 

・担当部長（医師） 

健康長寿企画課

（主な所管業務）

・地域保健・地域福祉

の推進に関する企画調

整（医師会との連絡調

整）

・栄養改善

・歯科保健

・健康増進 

等

障害保健福祉推進室 

・障害保健福祉推進室長 

（主な所管業務）

・精神保健

・難病対策

・自殺対策    等

医療衛生推進室 

・医療衛生推進室長 

・医療衛生担当部長 

・担当部長（医師） 

健康安全課

（主な所管業務）

・健康危機対策，感染

症対策

・食品衛生  

等

医務衛生課

（主な所管業務）

・医療監視

・生活衛生関連業務 

等

医療衛生センター

（主な所管業務）

・感染症，食中毒対応

・営業施設の許可・届

出及び監視・指導 等

子ども若者未来部 

・子ども若者未来部長 

・担当部長（医師） 

・母子保健担当部長 

育成推進課

（主な所管業務）

・母子保健

・育成医療

・小児慢性特定疾病

         等

保健福祉局 子ども若者はぐくみ局

＜京都市保健所＞ 

部課長級の相互兼職による連携の確保

資料６

保健福祉局 連携

健康長寿のまち・京都

推進室 

健康長寿企画課

 保健所と連携し，

「健康長寿のまち・

京都」の取組みをよ

り一層推進してい

く。

健康長寿のまち・京都

推進担当局長

京都市保健所組織について 別紙１

京都市保健所次長 （保健福祉局健康長寿のまち・京都推進担当局長） 京都市保健所次長 （子ども若者はぐくみ局長）

京都市保健所長 （保健福祉局医務担当局長）

健康長寿のまち・京都
推進室

健康長寿企画課

　保健所と連携し，

「健康長寿のまち・

京都」の取組をより

一層推進していく。

（５月８日～）



保健福祉センターの組織について 

○ ５月８日から，福祉と保健をより一体的に推進していくため，従来の福祉事務所と保健センターが融合し，「保健福祉センター」とすると

ともに，これまで福祉・保健別であった窓口を，子どもや子育てに関する相談や手続きに一元的に対応する「子どもはぐくみ室」をはじめ，

「障害保健福祉課」，「健康長寿推進課」，「生活福祉課」，「保険年金課」，「医療衛生コーナー」の分野別の窓口に再編しました。 

○ 子育て支援や健康づくりをはじめとした様々な取組を地域と一体になって進め，地域福祉・地域保健の更なる充実を図っていきます。 

※下線・ゴシックは保健所に関係する業務 

窓口名 取扱業務の概要 

子どもはぐ

くみ室 

子育て推進担当 ○子どもや子育てに関する手当・医療費助成，ひとり親家庭支援，保育所入所 等 

児童手当，児童扶養手当，子ども医療，ひとり親家庭等医療，未熟児養育医療，育成医療，小児慢性特

定疾病医療，不妊治療費等助成，母子父子寡婦福祉資金貸付，保育所入所 等 

子育て相談担当 ○母子保健，子育てに関する相談支援 等 

母子健康手帳交付，母子保健指導，新生児訪問，乳幼児健診，予防接種，離乳食講習会，乳幼児歯科相

談，子ども・ひとり親家庭相談支援，育児支援家庭訪問，はぐくみだより，すくすく子育て応援事業の

情報発信 等 

障害保健福

祉課 

障害難病支援担当 ○障害者（身体・知的・精神）に関する支援や手当・医療費助成，指定難病患者に対する医療費助成 等

障害者手帳交付，障害者福祉相談支援，障害福祉サービス支給，精神保健福祉相談，難病患者訪問相談，

特別児童扶養手当，特別障害者手当，重度心身障害者医療，自立支援医療（更生医療，精神通院医療），

特定医療費（指定難病） 等 

健康長寿推

進課 

地域支援担当 ○地域コミュニテイと協働した「健康長寿のまち・京都」の取組統括 等 

民生児童委員，老人福祉員，地区医師会，老人クラブ，保健協議会，地域献血会，保健センター運営協

議会，地域福祉推進委員会，地域あんしん支援員との連携，地域における見守り活動促進事業 等 

健康長寿推進担当 ○健康長寿を推進するための事業実施・ネットワーク，高齢者に関する相談支援，成人保健 等 

健康教育，栄養・食生活に関する相談指導，成人歯科相談，地域の健康づくりグループ育成，地域包括

支援センター調整支援，医師会ネットワーク会議，高齢者福祉相談支援，老人日常生活用具給付，成人

保健指導，胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診 等 

高齢介護保険担当 ○敬老乗車証・老人医療などの高齢者福祉事務，介護保険 等 

敬老乗車症，老人医療，家族介護用品，シルバーホン，介護保険，高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予

防接種の自己負担区分証明書 等 

別紙２ 



生活福祉課 管理担当 ○生活保護事務，戦没者遺族援護 等 

生活保護事務（医療券等），夏季歳末資金貸付，戦没者遺族援護 等 

保護担当 ○生活困窮者の相談窓口，生活保護の実施 等 

生活相談，生活保護，中国残留邦人等支援給付 等 

医療衛生コーナー ○結核対策や肝炎治療の医療費助成，生活衛生等の身近な相談 等（※） 

結核保健指導，感染症の相談，模擬店の届出，飼い犬の登録，営業許可等の更新・住所変更等の簡易な

申請・届出，証明書の発行 等 

（※）感染症対策，旅館業・理容所・美容所等の生活衛生，飲食店等の食品衛生の許可申請等の窓口は，４月３日から「京都市医療衛生センタ

ー」に集約しています。 

◎保険年金課など，上記以外の窓口に変更はありません。 



所属 業務 主な業務内容（事業等） （旧所属）

局の統括に関する事務 局の庶務，労務，計理，調査統計 ―

防災対策の推進に関する事務
災害時における子どもの一時預かり等の協力に関する協定，
耐震診断・改修に関する業務（児童施設分）

保健福祉局
保健福祉総務課

マイナンバー制度に係る事務 マイナンバー制度に係る局内の連絡及び調整
保健福祉局
保健福祉総務課

社会福祉法人等の指導及び監督に関する企画及び調整に関する
事務

子ども若者はぐくみ局の所管する事業のみを実施する法人等
に関する監査要綱・監査方針等の策定，結果公表等

保健福祉局
監査適正給付推進課

社会福祉法人等の指導及び監督等に関する事務
子ども若者はぐくみ局の所管する事業のみを実施する法人等
に関する社会福祉に係る施設，認可外保育施設の指導及び
監督

保健福祉局
監査適正給付推進課

指定管理者選定委員会に関する事務
子ども若者はぐくみ局の所管する施設に関する選定委員会の
事務局運営

保健福祉局
監査適正給付推進課

社会保障制度の適正な運営に関する調査，企画，連絡及び調整に
関する事務

京都府警との連携，告発
保健福祉局
監査適正給付推進課

児童及び生徒の健全育成等に係る地域活動の振興の支援に関する
事務

みやこ子ども土曜塾
教育委員会
家庭地域教育支援担当

「子どもを共に育む京都市民憲章」の推進
教育委員会家庭地域教育支援担当
保健福祉局児童家庭課

人づくり２１世紀委員会，広報誌
教育委員会
家庭地域教育支援担当

「京都市未来こどもはぐくみプラン」に関する事務 京都市未来こどもはぐくみプランの推進
保健福祉局
児童家庭課

児童福祉に関する事務 子ども支援センター
保健福祉局
児童家庭課

児童館，学童保育所等に関する事務 学童クラブ事業，児童館
保健福祉局
児童家庭課

児童福祉施設の整備に関する事務 児童福祉施設の整備計画
保健福祉局
児童家庭課

母子保健に関する事務
不妊・不育症に対する医療費助成及び相談支援，こんにちは
赤ちゃん事業，乳幼児健康診査，育児支援家庭訪問事業，
小児慢性特定疾病医療費，未熟児養育医療，妊産婦健診

保健福祉局
児童家庭課，保健医療課

地域医療等に関する事務 子ども保健医療相談・事故防止センター
保健福祉局
保健医療課

青少年の育成に関する事務の連絡及び調整
青少年育成団体への補助・後援，青少年の市政参加推進制
度，青少年国際交流事業，少年の非行防止と立ち直り支援

文化市民局
勤労福祉青少年課

京都市青少年活動推進協議会等の運営 京都市青少年活動推進協議会の運営
文化市民局
勤労福祉青少年課

京都市青少年育成計画の推進に関する事務 ユースアクションプランの推進
文化市民局
勤労福祉青少年課

青少年活動センター及び百井青少年村に関する事務 青少年活動センター，百井青少年村
文化市民局
勤労福祉青少年課

公益財団法人京都市ユースサービス協会に関する事務 ユースサービス協会
文化市民局
勤労福祉青少年課

子ども・若者の育成に係る総合的な支援に関する事務の調査，企
画，連絡及び調整に関する事務

子ども・若者総合支援事業，若者サポートステーション
文化市民局
勤労福祉青少年課

少年団体の運営指導及び連絡調整に関する事務
ボーイスカウト，ガールスカウト，京都市こども会育成連絡協
議会

教育委員会
生徒指導課

野外教育施設（静原キャンプ場）に関する事務 静原キャンプ場
教育委員会
生徒指導課

学校体育諸団体及び学校体育施設に関する事務 スポーツ少年団，こども体育館，宝が池少年スポーツ広場
教育委員会
体育健康教育室

青年団体の指導・育成に関する事務
成人の日記念式典関連事務，社会教育ボランティア養成事
業（親と子のこころの電話）

教育委員会
生涯学習推進担当

家庭の教育力を高める学校教育活動の支援等に関する事務
親支援プログラム「ほっこり子育てひろば」，「早寝早起き朝ご
はん」啓発

教育委員会
家庭地域教育支援担当

放課後まなび教室の推進に関する事務 放課後まなび教室
教育委員会
家庭地域教育支援担当

こどもみらい館に関する事務 こどもみらい館 教育委員会

子ども若者はぐくみ局の所管業務・事業内容について

はぐくみ創造推進室

子ども若者未来部
育成推進課

学校，家庭及び地域団体相互の連携の促進及び調整に関する事務

※網掛け部…京都市保健所関係業務

別紙３



所属 業務 主な業務内容（事業等） （旧所属）

高校進学・修学支援金給付制度の実施に関する事務 高校進学・修学支援金給付制度
保健福祉局
地域福祉課

福祉医療に関する事務 ひとり親家庭等医療費，子ども医療費支給制度
保健福祉局
地域福祉課

学童う歯対策事業に関する事務 学童う歯対策事業
保健福祉局地域福祉課
教育委員会体育健康教育室

児童手当に関する事務 児童手当の支給
保健福祉局
児童家庭課

児童福祉法に基づく障害児に関する事務
児童福祉法に関する障害児施策（児童発達支援，放課後デ
イサービス，中高生タイムケア事業，特別児童扶養手当，障
害児福祉手当）

保健福祉局
障害保健福祉推進室

児童福祉法による指定障害児通所支援事業者等の指定に関する事
務

児童福祉法による指定障害児通所支援事業者，指定障害児
入所施設及び指定障害児相談支援事業者の指定

保健福祉局
障害保健福祉推進室

障害者施設の運営指導及び整備等に関する事務
障害福祉サービスを提供する児童福祉施設（心身障害児に
係る施設に限る。）に係る運営指導及び整備計画

保健福祉局
障害保健福祉推進室

生活困窮者自立支援法の実施に関する事務 中学３年生学習支援プログラム
保健福祉局
地域福祉課

母子・父子及び寡婦福祉事務
母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付，児童
扶養手当，ひとり親家庭支援センター

保健福祉局
児童家庭課

貧困家庭の子ども対策に関する事務 貧困家庭の子ども対策
保健福祉局
児童家庭課

児童福祉に関する事務 児童福祉施設（児童養護施設，母子生活支援施設等）
保健福祉局
児童家庭課

児童福祉センター及び桃陽病院に関する事務
児童福祉センター（発達障害者支援センター及び知的障害
者更生相談所を除く），桃陽病院

保健福祉局
児童家庭課，医務衛生課

こどもみらい館 こどもみらい館の管理・事業運営 子育て相談事業，子育て支援事業
教育委員会
こどもみらい館

児童福祉センター 児童福祉に関する調査・研究・統計・相談，一時保護
児童虐待をはじめとする養護相談，非行相談，育成相談及び
援助業務

保健福祉局
児童福祉センター

桃陽病院 桃陽病院の運営
慢性疾患等の小学校児童及び中学校生徒に対し，入院治療
及び療養の指導

保健福祉局
桃陽病院

保育所等に関する事務
保育行政の基本計画，保育施策の検討，保育所保育費用，
民営保育所，家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども
園の認可・確認，子ども・子育て支援新制度

保健福祉局
保育課

保育所等の運営に関する事務
民営保育所，家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども
園に対する法外援助，運営指導，認可外保育施設の届出

保健福祉局
保育課

市営保育所の一般管理及び保育所職員の研修指導に関する事務
市営保育所の一般管理，保育所職員の研修指導，市営保育
所職員の労務管理

保健福祉局
保育課

指導及び研修事務 保育施設・事業所職員への保育内容の指導及び研修
保健福祉局
保育課

児童福祉施設等の整備に関する事務
児童福祉施設等（他部門の所管に属するものを除く。）の整
備計画，保育所等の待機児童対策

保健福祉局
保育課

学校法人（私立幼稚園）に関する事務 私立幼稚園の振興，助成事務
教育委員会
総務課

就園助成に関する事務 私立幼稚園就園奨励費
教育委員会
調査課

市営保育所 市営保育所の運営
保育を必要とする児童の保育及び地域の子育て支援に関す
る事業

市営保育所

幼保総合支援室

子ども若者未来部
子ども家庭支援課



部 課
組織再編に伴う
業務の増減

業務 主な業務内容（事業等） （旧所属）

局の統括に関する事務 局の庶務，労務，計理，調査統計 保健福祉総務課

保健福祉分野における防災対策，災害弔慰
金，応急援護に関する事務

福祉避難所，地域における見守り活動促進事業，災害
弔慰金，災害見舞金，災害援護資金貸付

保健福祉総務課

マイナンバー制度に係る事務 マイナンバー制度に係る局内の連絡及び調整 保健福祉総務課

不良な生活環境を解消するための支援及び
措置に関する事務

不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関
する事務及び事務の統括

保健福祉総務課

社会福祉法人等の指導及び監督に関する
企画及び調整に関する事務

法人等に関する監査要綱・監査方針等の策定，結果
公表等（子ども若者はぐくみ局の所管する事業のみを
実施する法人を除く）

監査適正給付推進課

社会福祉法人等の指導及び監督等に関す
る事務

法人等に関する社会福祉に係る施設，認可外保育施
設の指導及び監督（子ども若者はぐくみ局の所管する
事業のみを実施する法人を除く）

監査適正給付推進課

指定管理者選定委員会に関する事務
保健福祉局の所管する施設に関する選定委員会の事
務局運営

監査適正給付推進課

障害者差別解消法に関する事務 職員対応要領，相談等対応，周知・啓発 障害保健福祉推進室

みやこユニバーサルデザインの推進に関す
る事務

みやこユニバーサルデザイン審議会運営，普及啓発 障害保健福祉推進室

障害者の就労支援に関する事務
職場実習・チャレンジ雇用推進事業，障害者就労支援
推進会議運営，障害者雇用促進アドバイザー派遣等
支援事業

障害保健福祉推進室

障害者の社会参加の促進に関する事務
社会参加推進事業，障害者スポーツ関連業務，手話
等コミュニケーションの推進

障害保健福祉推進室

在宅福祉等に関する事務
ホームヘルプサービス等の在宅福祉施策，更生医療，
補装具

障害保健福祉推進室

施設福祉等に関する事務
サービス提供施設に係る運営指導及び整備計画等に
関する事務

障害保健福祉推進室

特別障害者手当に関する事務 特別障害者手当 障害保健福祉推進室

精神保健福祉に関する事務
企画立案，精神科救急医療システムに係る事務の統
括，精神科病院の実地指導

障害保健福祉推進室

障害者総合支援法による指定障害福祉サー
ビス事業者等のシステムに関する事務

障害者総合支援法による指定障害福祉サービス事業
者，指定障害支援施設，指定一般相談支援事業者及
び指定特定相談支援事業者の指定

障害保健福祉推進室

ホームヘルパー派遣の実施に関する事務
障害福祉サービス事業及び移動支援事業並びに訪問
介護及び介護予防訪問介護に係るホームヘルパーの
派遣

障害保健福祉推進室

地域リハビリテーションセンター等の事業所
に関する事務

地域リハビリテーションセンター，こころの健康増進セン
ター，児童福祉センター（発達相談所に関することに限
る）

保健福祉局
障害保健福祉推進室，児童家
庭課

重度心身障害者医療費に関する事務 重度心身障害者医療費の事務の統括 地域福祉課

難病対策に関する事務 相談事業，普及啓発，医療費支給 保健医療課

地域リハビリテーション
推進センター

変更なし 地域リハビリテーション推進センターの運営
身体障害者手帳の審査・交付，地域リハビリテーション
の推進，高次脳機能障害支援，自立訓練及び施設入
所支援

地域リハビリテーション推進セン
ター

こころの健康増進セン
ター

変更なし こころの健康増進センターの運営
精神障害者保健福祉手帳の審査・交付，自立支援医
療（精神）の支給，精神科デイケア事業

こころの健康増進センター

生活保護法及び中国残留邦人等支援法に
関する事務

福祉事務所の指導・監査及び研修，指定医療機関の
指定及び指導，診療報酬の審査，生活保護法に関す
る経理事務

地域福祉課

低所得者支援対策に関する事務
京都市ホームレス自立支援等実施計画の推進，低所
得者支援対策，生活困窮者自立支援法

地域福祉課

臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨
時福祉給付金の支給に関する事務

臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給
付金支給事務

地域福祉課

遺族援護事務
戦傷病者，戦没者遺族等の戦争犠牲者及び引揚者に
対する援護事務

地域福祉課

生活保護法及び中国残留邦人等支援法に
よる指定医療機関等の指導及び監督に関す
る事務

通報等で不正請求の疑いがある指定医療機関の立入
検査，立入検査後の行政措置

監査適正給付推進課

生活保護制度の適正な運営に関する調査，
企画，連絡及び調整に関する事務

京都府警との連携，告発 監査適正給付推進課

国民健康保険事業に関する事務
運営管理，賦課徴収・資格得喪・給付事務，国民健康
保険事務職員の指導

保険年金課

国民健康保険法等に係る診療報酬の審査
及び決定に関する事務

診療報酬の審査及び決定，給付に係る不当利得の調
整，第三者に対する損害賠償代位請求

保険年金課

国民年金に関する事務 国民年金に関する事務の統括 保険年金課

特定健康診査に関する事務
国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保
健指導，後期高齢者医療被保険者の健康診査

保険年金課

後期高齢者医療制度に関する事務
高齢者の医療の確保に関する法律，京都府後期高齢
者医療広域連合との連絡調整

保険年金課

重度障害老人健康管理費に関する事務 重度障害老人健康管理費に関する事務の統括 保険年金課

保健福祉局の所管業務・事業内容について

生活福祉課

保険年金課

【減】
児童施設等の監査（子ども若
者はぐくみ局へ）
生活保護の適正化業務（生
活保護・低所得者支援部門
へ）

【増】
生活保護の適正化（監査適
正推進課から）
【減】
子ども医療，ひとり親医療
高校進学・修学支援金
学童う歯
中３学習会
（子ども若者はぐくみ局へ）
重度心身障害者医療（障害
保健福祉部門へ）
福祉事務所等の一般管理事
務，地域福祉の推進に関す
る企画調整事務，老人医療
（健康長寿部門へ）
原爆被爆者団体対応（健康
安全部門へ）

【増】
重度心身障害者医療（地域
福祉課から）
難病対策（保健医療課から）
【減】
子どものみを対象とした支援
施策（子ども若者はぐくみ局
へ）

障害保健福祉推進室

※網掛け部…京都市保健所関係業務

【減】
統括業務の一部
防災業務の一部
（子ども若者はぐくみ局へ）

保健福祉部

保健福祉総務課

生活福祉部

監査指導課

変更なし
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部 課
組織再編に伴う
業務の増減

業務 主な業務内容（事業等） （旧所属）

保健福祉センターの一般管理事務
福祉事務所及び保健センター業務の一般的な運営管
理事務

地域福祉課，保健医療課

地域福祉の推進に関する企画調整事務
「京・地域福祉推進指針２０１４」の推進，民生児童委
員，社会福祉協議会との連絡調整，福祉ボランティア
活動の振興

地域福祉課

生きがいづくりに関する団体対応等に関する
事務

市民すこやかフェア，シルバー人材センター，老人クラ
ブ等

長寿福祉課

地域支援事業に関する事務

地域ケア会議，地域包括支援センター運営事業，在宅
医療・介護連携推進事業，認知症施策推進事業，生
活支援体制整備事業（介護ケア推進部門の所管に属
するものを除く。）

長寿福祉課

在宅医療等に関する業務 在宅医療・介護連携，終活 長寿福祉課

「健康長寿のまち・京都」推進プロジェクトに
関する事務

「健康長寿のまち・京都」推進プロジェクトに関する事業
の統括

保健医療課

地域保健の推進に関する企画調整事務 医師会，歯科医師会との連絡調整 保健医療課

栄養の改善に関する事務
健康長寿のまち京都・食育推進プランの推進，特定給
食施設における栄養管理状況の指導・支援，栄養成
分表示に関する相談指導

保健医療課
各区保健センター

歯科保健に関する事務
京都市口腔保健推進行動指針の推進，口腔保健支援
センターの運営，お口の健康サポート事業，歯周疾患
予防健診

保健医療課

健康増進，生活習慣病対策に関する事務
健康教育，健康相談，各種健診，アウトリーチ事業，健
康づくりフェア，献血，健康増進センター

保健医療課

保険給付の適正化に関する事務 給付適正化 介護保険課

被保険者の資格管理に関する事務 被保険者の資格管理，介護保険料の賦課収納 介護保険課

要介護認定に関する事務 要介護（要支援）認定事務，保険給付 介護保険課

介護サービスの事業者指定に関する事務
介護サービス事業者等の指定，介護サービス事業者
等に対する報告の要求及び立入検査

介護保険課

老人福祉施設の運営指導及び整備等に関
する事務

老人福祉施設の認可・運営指導・整備，有料老人ホー
ムの設置

介護保険課

老人医療費に関する事務 老人医療費の事務の統括 地域福祉課

総合事業に関する事務
基本チェックリスト実施，給付事務，事業者指定，支え
合い型ヘルプサービス従事者養成研修

長寿福祉課

長寿すこやかプランに関する業務
長寿すこやかプラン進捗管理，高齢者施策推進協議
会，すこやか進行中

長寿福祉課

高齢者の社会参加に関する業務
敬老乗車証，敬老記念品贈呈事業，健康すこやか学
級，生きがい施設，高齢者サロン

長寿福祉課

地域支援事業に関する業務
地域介護予防推進センター，地域介護予防推進事
業，介護予防ケアマネジメント支援事業

長寿福祉課

在宅要援護高齢者福祉に関する事務

緊急通報システム事業，家族介護用品給付事業，日
常生活用具給付等事業，成年後見制度，緊急ショー
ト，配食サービス，徘徊高齢者あんしんサービス，長寿
すこやかセンター

長寿福祉課

健康危機対策に関する事務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律
に基づく健康危機対策に係る統括

保健医療課

感染症の対策に関する事務
エイズ予防，結核予防，結核・感染症発生動向調査，
予防接種

保健医療課

食品衛生に関する事務
監視指導，食品衛生思想の普及・啓発，京都市食の
安全安心推進審議会の運営

保健医療課

原爆被爆者援護に関する事務
原爆被爆者団体対応，福祉乗車証の発行，被爆者健
康手帳

地域福祉課

動物愛護に関する事務 動物愛護に関する事業の推進 医務衛生課

中央斎場運営に関する事務 中央斎場の管理運営 医務衛生課

地方独立行政法人京都市立病院機構に関
する事務

地方独立行政法人京都市立病院機構との連絡調整 医務衛生課

医療関係法令に関する事務 医療機関の許可及び届出受理，医療監視業務
医務衛生課
各区保健センター

あん摩マッサージ師等の届出に関する事務 あん摩マッサージ師等の届出に関する事務 各区保健センター

生活衛生営業に関する事務
旅館業法・公衆浴場法及び興行場法に基づく営業許
可，衛生管理に関する指導・監視

医務衛生課

墓地，埋葬等に関する法律に基づく事務に
関する事務

墓地，納骨堂，火葬場の経営・廃止・変更の許可，日
地管理者等に対する指導

医務衛生課

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安
全性の確保等に関する法律に関する事務

薬局・薬局製造販売医薬品の製造販売業等に対する
許可，監視指導，薬物乱用防止啓発

医務衛生課

医療衛生センター
＊医療衛生コーナー
（各区役所・支所相談窓

口）

新設
（各区保健センター衛生課業
務，感染症対応業務）

医療衛生センターの運営
違法な「民泊」の適正化に向けた指導，生活衛生関係
営業施設の許可・届出及び監視・指導，食中毒対応，
感染症対応

各区保健センター

衛生環境研究所 変更なし 衛生環境研究所の運営
ウイルス・衛生動物・生活環境・食品衛生・環境汚染等
に関する調査・研究・試験検査，獣畜の生体等の検査
及び処分

衛生環境研究所

動物愛護センター

【増】
負傷動物の保護，避妊去勢
手術後の猫のリリース（各区
保健センターから）

動物愛護センターの運営
犬・猫及び小鳥等の健康相談，飼育相談，狂犬病予
防法及び動物の愛護及び管理に関する法律等の推進

動物愛護センター

介護ケア推進課

医務衛生課

健康長寿企画課 新設

医療衛生推進室

健康安全課

【増】
原爆被爆者団体対応（生活
保護・低所得者支援部門か
ら）
【減】
母子保健（子ども若者はぐく
み局へ）
「健康長寿のまち・京都」推
進プロジェクト，栄養の改善，
歯科保健，生活習慣病対策
（健康長寿部門へ）

【増】
老人医療（地域福祉課か
ら），総合事業，長寿すこや
かプラン，京都福祉サービス
協会，地域介護予防推進セ
ンター等

健康長寿のま
ち・京都推進室

【増】
医療監視，医療安全相談等
（各区保健センターから）
【減】
桃陽病院に関すること（子ど
も若者はぐくみ局へ）



医療衛生センター及び区役所・支所医療衛生コーナーの組織について

生活衛生係長
（１～３名程度）

センター長 管理係長 係員

宿泊施設審査
指導担当課長

感染症対策
担当課長

感染症対策係長
（第一・第二）

係員
※結核・感染症
専任担当

※本庁健康安全課
（健康危機対策
チーム）医師

生活衛生担当 食品衛生担当

食品衛生係長２名

区
役
所
・
支
所

医
療
衛
生
コ
ー
ナ
ー

係長（保健師）

指
揮
命
令

生活衛生係長
１名

係員

感
染
症
の
集
団
発
生
時
は

一
体
と
な
っ
て
対
応

食品衛生係長
２名

食品衛生係長

食品衛生係長

生活衛生係長

区役所・支所

係員（保健師）
係員（診療放射線技師）

医療衛生コーナー（医療担当）
（各区役所・支所２～５名程度 ）
【保健師，診療放射線技師】

感染症対策部門
（１０名程度）
【保健師】

係長（薬獣職）

医療衛生コーナー（衛生担当）
（各区役所・支所係長級１名）

【薬獣職】

衛生部門（食品衛生・生活衛生）
（７０名程度）【薬獣職】

＊うち係長１４名は医療衛生コーナー配置

「民泊」対策部門
（２０名程度）
【薬剤師・獣医師】

管理部門 （５名程度）【事務職】

中部方面担当（中京・下京）

課長（下京区担当）

北東部方面担当（北・上京・左京・東山）

課長（上京区・東山区担当）

係員

南東部方面担当（南・山科・伏見・深草・醍醐）

課長（南区・山科区担当）※所属長

課長（伏見区担当）

生活衛生係長

西部方面担当（右京・西京・洛西）

課長（右京区・西京区担当）※所属長

係員

生活衛生係長

課長（中京区担当）※所属長

課長（北区・左京区担当）※所属長

係員

宿泊施設審査
指導係長
（第一・第二）

繁忙期等
必要に応じて応援派遣

※本庁医務衛生課
の制度設計等

連携
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係員

係員係員

係員 係員

（所在地）京都市中京区御池通高倉西入高宮町２００番地千代田生命京都御池ビル２階，６階
（ＴＥＬ（管理担当）０７５－７４６－７２１０）



医療衛生センター業務における業務分担（区役所・支所窓口／集約部門）

●：医療衛生センター（集約部門），医療衛生コーナー（区役所・支所窓口）両方で

行う業務（全市１５か所の窓口で対応。施設所管行政区以外での対応も可能。）

○：医療衛生センター（集約部門）のみで行う業務

◎：医療衛生コーナー（区役所・支所窓口）のみで行う業務

（医療関係）

区分 医療衛生コーナー
（区役所・支所窓口）で行う業務

医療衛生センター
（集約部門）で行う業務

感染症
●エボラ，MERS等の緊急対応

○感染症発生時の糞便等の検体回収

●感染性胃腸炎等集団発生事例の調
査
●麻しん風しん接触者健康観察

●感染症の相談

◎検便受付・結果発行

●エボラ，MERS等の緊急対応
○感染症発生時の受付，対応

○糞便等の検体回収及び検体送付書
の作成
○感染性胃腸炎等集団発生の受付
●感染性胃腸炎等集団発生事例の調
査
●麻しん風しん接触者健康観察
○NESID入力（全数）
○NESID入力（定点）
○就業制限通知書等発行
○消毒通知（命令）書等の発行
●感染症の相談
○感染症予防啓発

結核

●公費負担申請書の収受（患者対応）

◎入院勧告，就業制限通知等発行
◎積極的疫学調査（訪問調査・指導）
●積極的疫学調査に基づく検討会

○各種届出等受理
 発生届，入退院届等
○届出内容の医療機関への確認
○公費負担申請書の収受（病院対応）
○ビジブルの作成
○NESID入力（発生動向等）

●積極的疫学調査に基づく検討会
○結核診査協議会諮問票の作成等準
備事務
○結核診査協議会開催・運営
（簡易診査含む）
月４回（左京２回，伏見２回）
○結核診査協議会後の事務処理
（患者票作成，診査会意見送付，承
認期間の NESID入力等）
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●承認期間の管理
◎入院延長勧告書等の発行
◎結核菌情報の照会・病原体確保
◎菌情報等の NESID入力
◎服薬支援（DOTS）及び保健指導
◎服薬支援（DOTS）会議の出席
◎服薬終了後の患者管理
◎定期病状調査

●コホート検討会
◎結核健康相談
（接触者健診，管理検診等）
◎接触者健診勧告書発行等事務
（他都市・他区への依頼含む）
◎胸部（結核・肺がん）検診

●遺伝子解析事業の疫学まとめ
●年報確定エラーチェック
●結核対策推進プロジェクト
●京ストップ評価会議
●厚生労働省事務事業監査
●健康教育（予防啓発）
●結核定期健康診断実施報告書

●承認期間の管理

○菌情報や病原体確保の取りまとめ

○定期病状調査支払事務
●コホート検討会
○他都市からの依頼による接触者健
診対応・調整

○結核医療費請求内容の適正確認
●遺伝子解析事業の疫学まとめ
●年報確定エラーチェック
●結核対策推進プロジェクト
●京ストップ評価会議
●厚生労働省事務事業監査
●健康教育（予防啓発）
●結核定期健康診断実施報告書

性感染症 ●ＨＩＶ・性感染症の相談・検査
◎健康教育（予防啓発）

●ＨＩＶ・性感染症の相談・検査

肝炎
その他

●肝炎ウイルスの相談・検査
◎肝炎治療特別促進事業
◎肝炎フォローアップ事業
◎ウイルス性肝炎患者等の重症化予
防推進事業
◎被爆者対策対応（健診含む）
◎石綿対策対応

●肝炎ウイルスの相談・検査



（衛生関係）

生活衛生

●興行場法承継届
●興行場法変更届

●興行場法停止・廃止届

●公衆浴場法変更・停止・廃止届

●公衆浴場法承継届

●温泉法温泉利用許可変更・廃止・廃
止届
●温泉法温泉利用許可承継承認届

●クリーニング所変更・廃止届

●クリーニング所承継届

●理容所変更・廃止届

●理容所承継届

●美容所変更・廃止届

●美容所承継届

●墓地埋葬法改葬許可

○興行場法営業許可（仮設興行場含
む，監視指導含む）
●興行場法承継届
●興行場法変更届
○興行場法構造変更届
●興行場法停止・廃止届
○公衆浴場法営業許可（監視指導含
む）
●公衆浴場法変更・停止・廃止届
○公衆浴場法構造変更届
○浴場業電気浴器・薬湯等設置届
○公衆浴場しゅん工届
○患者入浴許可申請
●公衆浴場法承継届
○温泉法温泉利用許可（監視指導含
む）
○温泉法温泉の成分等の掲示届
●温泉法温泉利用許可変更・廃止・廃
止届
●温泉法温泉利用許可承継承認申請
○京都市鉱泉源保護設備補修等補助
金交付申請
○クリーニング所開設届出（無店舗取
次店営業届含む）
●クリーニング所変更・廃止届
○クリーニング所構造変更届
●クリーニング所承継届
○理容所の開設届出
●理容所変更・廃止届
○理容所構造変更届
●理容所承継届
○美容所の開設届出
●美容所変更・廃止届
○美容所構造変更届
●美容所承継届
○理容所，美容所，クリーニング所の
監視指導
●墓地埋葬法改葬許可
○墓地埋葬法（経営・区域変更・縮小）
許可（監視指導含む）

○墓地埋葬法管理者等（変更含む）の
届出
○墓地埋葬法埋葬又は火葬の状況の
報告
○特定建築物使用届（監視指導含む）
○特定建築物変更・廃止等届
○特定建築物維持管理権原者届



●井戸水検査受付（成績書発行）

●衛生害虫，ハチ駆除相談・受付

●シックハウス相談
●生活衛生関係営業各種証明書発行

○簡易専用水道設置の届出（監視指導
含む）
○簡易専用水道変更・廃止届
○小規模受水槽水道届出（監視指導含
む）
○小規模受水槽水道変更・廃止届
○飲用井戸設置届出（監視指導含む）
○飲用井戸変更・廃止届
●井戸水検査受付（採水，成績書作
成・発行）
○専用水道変更・廃止届
○専用水道給水開始届及び水道業務
委託届出
○専用水道監視指導
○遊泳用プール・遊泳場設置届（監視
指導含む）
○遊泳用プール変更・廃止届
○化製場等設置許可（監視指導含む）
○化製場等構造変更・変更・停・廃止
届等
○動物飼養等設置許可（監視指導含
む）
○動物飼養等構造変更・変更・停・廃
止届等
○化製場，動物飼養施設監視指導
●衛生害虫，ハチ駆除相談・受付（現
場調査）
●シックハウス相談（現場調査）
●生活衛生関係営業各種証明書発行

狂犬病・
動物愛護

●犬の登録申請
●犬の登録事項変更届
●犬の死亡届
●犬の注射済票交付
●負傷動物の対応（緊急時）

●咬傷犬事故対応（緊急時）

●野犬調査（緊急時）

●犬猫の苦情，まちねこ活動支援事業
（相談受付）
◎犬猫の引取り（南ＨＣ，区支所除く）
●動物愛護啓発活動，ペット防災（相
談受付）
●京都市動物との共生に向けたマナ
ー等に関する条例多頭飼養・給餌届
出，変更届

●犬の登録申請
●犬の登録事項変更届
●犬の死亡届
●犬の注射済票交付
●負傷動物の対応（相談受付，場所の
確認等，保護収容は動物愛護センタ
ー）
●咬傷犬事故対応（相談受付，動物愛
護センターと合同，検診業務は，動物
愛護センター）
●野犬調査（動物愛護センターと合
同）
●犬猫の苦情，まちねこ活動支援事業
（調査対応）

●動物愛護啓発活動，ペット防災（相
談受付，支援対応）
●京都市動物との共生に向けたマナ
ー等に関する条例多頭飼養・給餌届



出，変更届

食品衛生

●模擬店開設届受付（大規模イベント
や事業者からの相談については集
約化部門でも対応）
●京都府行商条例に関する登録（申請
受付，登録票，記章交付）

●食品苦情受付（対応は集約部門）
●食品関係営業施設の更新申請
●食品衛生関係営業許可施設に関す
る承継届出
●食品営業の届出
●食品許可等変更届
●食品許可等廃業届出
●京都市管理運営基準条例に関する
食品衛生責任者届出・変更届
●食中毒対応（緊急時は窓口からも現
場調査を実施する場合も有）
●食品に関する相談・苦情受付

●食品関係証明書発行

◎検便受付・結果発行

○食品関係営業施設の許可等
（監視指導を含む。）

○食品衛生法第 28条に基づく収去
○生食用食肉取扱施設届出
○京都府ふぐの処理及び販売の規制
に関する条例に係る申請・届出
●模擬店開設届受付（大規模イベント
や事業者からの相談については集約
化部門でも対応）
●京都府行商条例に関する登録（申請
受付，登録票，記章発行・交付）
○行商に関する監視指導
●食品苦情受付
●食品関係営業施設の更新申請
●食品衛生関係営業許可施設に関す
る承継届出
●食品営業の届出
●食品許可等変更届
●食品許可等廃業届出
●京都市管理運営基準条例に関する
食品衛生責任者届出・変更届
●食中毒対応

●食品に関する相談・苦情受付
○食品苦情及び違反不良食品に係る
対応
●食品関係証明書発行
○食の安心安全条例に関する自主回
収報告の届出
○食品衛生講習会の実施
（従来どおり，区役所会議室等での実
施を予定）
○食品衛生監視員協議会研究
○リスクコミュニケーション事業
○京・食の安全安心認証制度食の安全
衛生管理認証
○食鳥肉に係る許可申請・届出
○食鳥肉に係る衛生検査

民泊 ○旅館業施設の許可
○旅館業法に基づく学校等意見照会
○旅館業施設の承継承認
○旅館業施設の変更届，停止・廃止届
○京都市旅館業施設建築等指導要綱
に基づく意見照会・計画承認
○営業許可証明書等の発行
○定期監視指導



○京都市旅館業施設における安心安
全及び地域の生活環境との調和の
確保に関する指導要綱に基づく指
導
○無許可営業疑い施設への調査・指導

共通（医
療・衛生）

◎料金収納業務（レジ業務）



別紙７

＜区役所・支所医務統括者（兼職先）＞

池田 松村 大島

左京 右京 中京

　　　　　　　　　　　　　　　　 医師職の体制・役割について

東山・山科 西京・洛西 伏見・深草・醍醐 北・上京 下京・南

阪本 鍋田

本
庁
で
の
役
割

区
役
所
・
支
所

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

）
で
の
役
割

健康危機対策チーム 健康長寿チーム 母子保健チーム

村上山田 有本

保健所長
（谷口医務担当局長）

＜分野別業務＞
健康づくり
がん検診
難病対策

＜分野別業務＞
感染症（結核含む）
ＨＩＶ対策

食中毒
医療監視・院内感染対
策
災害時医療対策

＜分野別業務＞

乳幼児健診
小児慢性医療費助成
母子保健

企画立案等

健康長寿チーム
（保健福祉局健康長寿企画課）

村上担当部長（チームリーダー）

松村担当課長（サブリーダー）

健康危機対策チーム
（保健福祉局健康安全課）

山田担当部長（チームリーダー）

池田担当課長（サブリーダー）

阪本担当係長

母子保健チーム
（子ども若者はぐくみ局育成推進課）

有本担当部長（チームリーダー）

鍋田担当部長（サブリーダー）

大島担当係長

【区・支所医務統括者としての業務】

・各種健診・検診における診察等の医師業務

・診療所管理，健診業務

・結核対応（本人及び接触者への対応）

・地区医師会窓口

・各保健センター運営協議会

・地域の健康課題に対する取組
（アウトリーチ型事業含む）

・医療監視等に係る対応方針 等

個別事案への対応方針の決定 企画立案等

医師職それぞれが，区・支所の医務統括者

として，担当の保健福祉センターを受け持

ち，左記の業務に従事

○各区等における健康課題の抽出，地区医
師
会をはじめとする関係機関との連絡調整，
各区等の特性に応じた地域保健の推進等，
中心的役割を果たせる体制を確保

①
医
師
専
門
チ
ー
ム

②
区
・
支
所
医
務
統
括
者

兼
職

区・支所医務統括者

※上記医師専門チーム員と兼職

医務担当部長
（医務担当局長事務取扱）

医療衛生センター

（感染症対策部門）


